
　　　　　第27回（2000年度）

　　　　力ナダ（モントリオール、卜ロント）

財団法人　資生堂社会福祉事業財団



　　　　　第27回（2000年度）

資生堂児童福祉海外研修報告書

　　　　カナダ｛モントリオール、トロント〕

（2000．8．29｝

安
川
団
．
長

藤

Jt一

全
国
社
へ
云
福
祉
協
議
会

齋
藤
部
．
長

ili

野

、

ー
　
．
＼
3
イ

竹

花

融養
竃

量
　誘

　曇

由

利

T・

日

村．

Ji：

資
生
堂
社
会
福
祉
事
業
川
団

福
原
理
事
長

㍍
皿
↓

圭
ト
フ

前

川

小

島

萩厚

羅1

長

小
4i7：

原

資
生
堂
村
会
福
祉
事
業
財
団

小

川
常
務
理
事



第27回　海外研修報告書

目 次

第27回海外研修実施要綱……・………・…・………

研修団メンバーリスト・………………・・…………

海外研修日程表…………・・……・…………・……・・

あいさつ　　　　全国児童養護施設協議会会長

団長報告　　　　団　　長

事務局報告　　　資生堂財団常務理事

……………・…・・…………・・……・……………・・…・
1

…・…………・…・………・……・…・………・・………・
2

・E4・・… 　◇・■■■一・・…　一・・・・…　‥一一…　一一・…　t・・■■・・・・…　一…　一・…　4

　福島　 一
ま化・…　一・・一■一・…　■一・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・…　6

　安川　　実一……・………・・……・…………・7

　小川　知一………・………・……………・……9

第1章カナダの概要案内（モントリオール、トロント）…………・・…・………・…・……・……11

第2章訪問施設概要報告

　1．ケベック青少年センター一協会（モントリオール）・………………・・……………・・…・………15

　　1．バットショウ青少年家庭センター………・………・……・…………・・…………・・……・…・…18

　　　　グループホーム・メゾヌープ・…………・……・・…………・……・……・……・……・…・・…・…22

　　　　ドーバルキャンパス…………・……・・……・・…………・・……・…………・・………・………・…24

　　2．モントリオール青少年センター……・…………・…・・……………・・……・…………・…・……26

　　　モンサンアントワンヌキャンパス…・……・………・…・・……………・……………・・…・……28

　皿．子ども家庭サービスアドボカシー事務所（トロント）…・……………・………・・……・……・31

　m．ペイプ青少年資源センター（PARC）（トロント）・…・……・……………・・…・……………35

第3章　特徴のある取り組みの紹介

　1．ソーシャルワーカー研修プログラム（モントリオール）…・……・・…………………・…・…・39

　11．バットショウ・ユーザー委員会（モントリオール）…・…・・……・……一一……・………・・……48

　田．「工．2．3．GOI（アン・ドゥ・トロワ・ゴー1〉」プログラム（モントリオール）………………51

　W．仕事探しのプログラム（モントリオール）…………・…・……・……・……・……・……………54

　V．「平等に生まれて元気で大きくなる」プログラム（モントリオール）……………………57

　VI．「コミュニティーにおける家族にどう対応するか」のプログラム（モントリオール）……………61

　Vロ．州省際諮問委員会（IMPAC）（トロント）…………・……・…・……………・・……・……65

　V皿．グリフィンセンター・プログラム（トロント）………………・・…・……………・・…………・67



第4章　研修のまとめ

　1．現場主義とプレゼンテーション…………一…・…………………・・……・…………・…………71

　2．ジェンダーフリー一女性の地位…………・・…・・…・……………・…・………・……・……………73

　3．家庭主義一施設より里親…………・…・……………………・……・………・……・・…………・・…75

　4．日本の保証人制度の現状一カナダの保証人制度と比較して…・…・…………・………………77

　5．利用者中心主義一措置と契約の違いを巡って………………・・…………………・……………79

　6．カナダで見たマイノリティーに対する考え方……・………・……………・…・…・・……………81

　7．ネットワークとコミュニティーサポート……・・…………・…・……………・・………・…・……i85

研修訪問施設及び関係機関リスト・………・………・…・……………・・……・…・………・・……・…・…87

研修先からの入手資料■一一・…・…………・…・・……………・…・………………………………・・・・・……87

研修団員名簿…・……………・……・……・……・・…………・……・………・……・…・・…・……・…’……88

資生堂児童福祉海外研修の実績一覧……・………・・……………・…・…………・……・・…・…………89

編集後記・・………・……・…………・・……・…・……・………・…・…………・…・………・・………・…・・…90



第27回　資生堂児童福祉海外研修　要　綱

1．目　　的

児童福祉施設の中堅職員を対象に、福祉先進国の福祉情報、専門知識、処遇技術、施設

の運営形態などの研修に加え、広く訪問国における人々との交流を通して、参加者の幅

広い人間形成と資質の向上を図り、将来の児童福祉界を担う人材の育成を目ざす。

2．主　催　財団法人資生堂社会福祉事業財団

3．後　援　厚生省、全国社会福祉協議会

4．研修テーマ

　（D同じ法律のもとでも文化のちがいにより運営方法が異なる英語系、仏語系の同種の

　　　施設の差異研究を通じて、海外の福祉政策を日本に導入する際の留意点、日本の状

　　　況に適合させるためのアレンジの重要性などについて学ぶ。

　（2）親と子、学校、施設、コミュニティーがネットワーク化された、自助、共助、公助

　　　による自立支援教育を学ぶ。特に、子どもに対する「親の責任と子育てに関する教

　　　育」などについて。

5．研修先カナダ（モントリオール、トロント）

6．実施期間　　2000年9月30（土）～10月13日（金）（14日間）

7．推薦要件

　①過去に他財団、団体の主催する同類の海外研修に参加していない者。

　②職務経験年数が5年以上で年齢が45歳以下の者。（200041現在）

　③児童の処遇に真剣に携わり、本テーマによる研修について高い関心をもち、強い意

　　欲と責任感のある者。

　④心身ともに健康で長期にわたって児童福祉に貢献できる者。

8．選考方法

　全国児童養護施設協議会、全国母子生活支援施設協議会、ならびに関連諸団体の推薦

　　にもとづき、資生堂児童福祉海外研修選考委員会の審査により決定する。

9．研修報告書の作成及び発表

　①研修団は2001年3月末までに報告書を作成する。

　②それぞれの協議会等の主催する研修会等において研修結果の報告を行う。
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第27回　資生堂児童福祉海外研修スケジュール

月　日（曜） 時　間 日　　　　　程

9／30（土） 18：00 東京（成田）発　JLO18

10：30 バンクーバー着　市内視察

15二30 ホテル着

一　一　　一　　一　一　一　　＾　　一　一　　一　→　　一　一　　一　　．　’　　一　　一　一　一 一　一　一　r　－　一　一　一　，　一　一　一　，　＾　＿　＾　一　一　＾　一　一　一　一　一　一　一　’　⌒　一　一　一　1　－　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　〒　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　’　一　一　一　一　一　一　一　一

10／1（日） 7：45 バンクーバー・ビクトリア地区視察

・一一「．一一1－一一一 一一AA－一．一一
一　一　一　一　．　＝　一　一　一　一　一　一　＿　＿　＿　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　＾　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　’　一　⌒　一　一　一　一　一　’　一　一　一　＾

10／2（月） 14：20 バンクーバー発　CPgl2

22：30 モントリオール着

一一一一一一一一一一 一一一一一一一r一
一　一　一　一　一　，　　．　　・　　一　一　　一　一　　一　一　一　一　一　一　一　一　一　　一　　一　　＿　＿　一　＿　＿　一　一　一　一　一　　一　一　　’　　一　一　　一　　一　一　一　　一　一　一　　一　テ　”　　⌒　　’　　一　一　一　　一　一　　一　｝　一　　一　　一　　一　’　⌒

10／3（火） 9：30 AssociaUon　des　Centres　Jeunesse　du　Quξbec　訪問

（ケベック青少年センター協会）

・組織の概要説明（組織の任務、サービスの内容など）

14：00 ・ 講義i

①児童福祉制度における文化的配慮について

②児童福祉制度におけるコミュニティーの係わり方について

一一一一一．一一一一 一一一一一一一一一 　　　　　　　　　　　　　　一一一←〕一＿＿Ar－一一一一一一一一’←一『『一一一一一一一一一一一一’一‥一一一一一A－一←一一”一一’一一一一一一一一一

10／4（水） 9：00 Batshaw　Youth　and　Family　Centres訪問

（バットショウ青少年家庭センター、英語のサービス）

・青少年、非行少年の保護システムについて

14：00 ・ Batshaw　Youth　and　Family　Centresのユーザー委員会について

15：30 メゾヌーブ・グループホーム　訪問

16：30 バットショウ青少年家庭センタードーバルキャンパス　訪問

（閉鎖型施設、更生施設）

一一一一一一＝一一一 一一1一一一一一一 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一一一一一一一一一一一一一一一一一一一’一一一，一一一一＿一一r－一一．一⌒⌒A－一一一一一一一一一→’一一一一一一一一一一π一

10「’5（木） 9：00 Montreal　Youth　Centre　Mont　Saint－Antoine訪問

（モントリオール青少年センター、フランス語のサービス）

・コミュニティー組織の「1、2、3、GO∫」の実践紹介

14：00 ・Montreal　Youth　Centreのプログラム

（責任ある大人になるためのプログラム、職探しプログラム紹介）

モンサンアントワンヌキャンパス　訪問

（職業訓練）

一一一一一一’一一一 一一一一一一一一一 　　　　　　　　　　　一一一一，，＿一＿一一＿1－－r－－r－’一｝一’一一一一一一一一一一一’一一A－一一一一A－1－一一”一一A－一一一一一一一

10／6（金） 9：00 Auberge　（ロレンシャン高原のホテルにて）

・ジョリエット保健所員（平等に生まれて元気で大きくなるプログラム）

14：00 ・ ラノディエール青少年センター員

（コミュニティーにおける家族にどう対応するかのプログラム）
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月　日（曜） 時　間 日　　　　程

10／6（金） 18：00 お別れパーティー

一←　≡一一一－’一 一一一一一一一一一 ≡　一　≡　一　≡　一　一　一　一　一　一　←　一　一　一　一　●　一　一≡1　一　一　一　一　一　一　，　一　÷　≡　＿　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一一一一一一”≡一≡≡

10／7（土） 9：00 ケベック視察

一一一一一一一一一一 一一一一一一　－r 一一一一一’一←一　　一　一一一←●　一≡一→一≡一一一　r　－一一一≡一＝　－　s－一一一一一　一一，　一一≡≡’≡一　一＿＿＿　＿－r－一，一

10／8（日） 8：00 モントリオール発　CP3403

　9：14

≡一～一〉　　一一

トロント着　トロント市内視察

一一一一一一一●≡一 一一一一一一一←〔一一一一一一一一一一≡一≡，＿＿～＿＿⌒＿＿一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一P，一　　　一　　一一≡≡一一≡一’

10／9（月） 9：00 ナイアガラ地区視察

一一一一一≡≡唱一一 一一一→一，一一一 ≡一≡一一一　一一一　一一≡一≡≡≡’　一”一一一一一一一　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＿’＿　一　一＿，＿≡←一＿＿＿＿

10／10（火） 9：30 Of丘ce　of　ChUd　and　Famay　Service　Advocacy訪問

（子ども家庭サービスアドボカシー事務所）

・IMPAC　（州省際諮問委員会）の活動内容について

14：30 ・グリフィンセンター

（コミュニティーサポートネットワーク、一時保護、二重診断

などについて）

お礼の夕食会

一一一一一≡寸，一一 一一一一一一一≡≡ 一　一一1　一　一　　一　一　一　一一　≡≡　一←一　一　一一一　一一一一一一，一≡≡≡　一　←　一　一　一　一一一←1＿＿＿＿一＿＿＿＿一一一　＿，一＿一＿＿＿＿

工0／11（水） 9：30 Pape　Adolescent　Resource　Centre（PARC）訪問

（Pape青少年資源センター、自立生活支援施設）

・PARCの概要説明

10：00 ・実習及び講義

14：00 ・実習及び講義

　18：00

－一一一一一一一一

・パークの青少年と交流

一一，一≡一≡一←一 一一一一←一 　一　⌒’一　一←　　　　一　　一　　一　　一一　一≡一一一一一一一一一一　一，一　一”一　一“一＿一＿＿　＿＿＿一一　一≡＿一，一　＿＿〔

10／12（木） 10：15 トロント発　CP985

12：05 バンクーバー着

15：05 バンクーバー発　JLO15

一一一一一一←　一一 一一一≡一≡≡≡一 一一　一　一一，　一　＾≡一÷一’　一　一　一一　一一一　一　≡≡≡≡≡　一一　’－r　－　一　一一　一一≡一　一一●　＿＿＿＿＿＿＿一＿＿一　一＿＿一　，一＿＿＿＿一

10／13（金） 16：50 東京（成田）着

通関手続終了後、研修終了の挨拶

解　散
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あ　い　さ　つ

全国児童養護施設協議会

　　会長　　福島　一雄

　財団法人資生堂社会福祉事業財団のご厚志により、昨年9月30日から10月13日にかけて、

第27回資生堂児童福祉海外研修に児童養護施設職員をはじめ、全国の児童福祉施設職員に

参加の機会を与えていただきましたことを心からお礼申しあげます。

　さて、ここ数年増加の一途にある児童虐待や、青少年によるさまざまな事件は、近年の

わが国の子ども・家庭を取り巻く社会構造上の問題を象徴的に表しています。これらの事

件を子どもからの悲痛なメッセージと受けとめ、これに児童養護施設がどう応えて行くか

が問われています。

　特に、昨年5月には「児童虐待の防止等に関する法律」が国会で成立し、11月より施行さ

れました。これにより、今後、被虐待児の児童養護施設への入所に一層拍車がかかること

が予想されます。施設生活を通した日々の癒し等職員によるケア、そして心理担当職員あ

るいは他機関と連携した専門的なケアにより、虐待によって心に深い傷を負った子どもの

自立支援に取り組むことが求められています。さらにまた、児童養護施設は、これまでさ

まざまな形で子育て家庭に対する支援活動をすすめています。今後、市町村児童虐待防止

ネットワークへの参画等地域のネットワークの一員として、持てる力を発揮し、地域福祉

の推進においてその役割を担って行くことが求められています。

　こうしたなか今回の海外研修においては、「親の責任と子育てに関する教育」などについ

て、親と子、学校、施設、コミュニティーがネットワーク化された、自助、共助、公助による

自立支援教育を学ぶために、高い人権思想を掲げ子どもの自立支援の実践に取り組んでい

るカナダの福祉現場を訪問し、研修されましたことは、今後のわが国の児童福祉を考える

うえでも、大変時宜を得たものであったと思います。

　本研修の企画・実施から報告書の作成に至るまで事務局としてお世話いただきました資

生堂社会福祉事業財団の皆様、さらには研修の内容充実のためにご配慮いただきました厚

生省の関係者の皆様にあらためて感謝申しあげますとともに、本研修が引き続き児童福祉

施設職員にとって実りの多い機会として、今後の児童福祉と子どもの健全育成に一層寄与

してまいりますよう祈念いたしまして、お礼のごあいさつとさせていただきます。
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団　長　報　告

　　聖霊愛児園

園長　安川　実

　2000年度のカナダ研修は、プログラム・場所・同行メンバーその他すべてに恵まれたと

言えば、誇張のしすぎであろうか。本来の「団長報告」は研修の概略を伝える役割を担う

ものなのであろうが、それらは別項で十分に理解されると判断して、今回は貴重な紙面を

「個人的報告」に使用させていただくことにした。

　土壌の異なる遠い国の福祉を美しく語ってもらっても自分の実践に結びつかない、むし

ろ近い国の人たちとつながることが大切、という偏見？が私の内にあった。それがみごと

に覆されたのが今回の研修であった。確かに、日本とカナダの現状だけを比較すれば人間

への心とオカネのかけ方に彼我の差は著しい。しかしその大きな差のある現状への「向き

合い方」にも差のあることを実感させられ衝撃を受けた。例えば、報告書にも紹介されて

いる目を見張るようなあるプログラムの実践に対して、団員の一人が「どうしてそんなこ

とができるのか」と感嘆して質問したところ「それはヤル気の問題だ」と一蹴された場面

を、その講義を受けたロレンシャン高原のみごとな紅葉に囲まれた山荘風ホテルの印象と

共に、今も鮮やかに憶い起こす。

　それでは「ヤル気」の彼我の差はどこから生まれてくるのか。キーワードはやはり「ア

ドボケイト」（代弁する）に収敵されよう。社会的立場の弱い人を代弁しようという気概が

「個人差」という枠にはめられないことを、特にケベック州で見聞したインパクトの強い

数々のプログラムと実践から確信した。具体的には本報告書の第3章に記載されているが、

どの一つも人間への深い洞察力を感じさせて魅力的であった。それは例えば、移民してき

た人々に対してその出身国の文化への理解に裏付けられた忍耐強い人間的交流によって土

着化に成功するソーシャルワーカーの姿勢や、「専門家」とのつきあいに辟易した無職の若

者たちを一般企業の「素人」にモデルを見つけて就業させてしまう「素人の顔をした専門

家」の姿などが象徴している。そしてそこには、彼・彼女らの実践を可能にするプログラ

ムとそれを支える組織、そして新しい試みに補助金を出す行政当局の姿勢があった。

　上述の2例にも無論ウラがある。移民の積極的受入れは、世界第2位という広大な土地

に人口は僅か3000万人のカナダという国を維持するための人口減少防止策とも言えようし、

後者は税金を無駄使いする者から納める者への転身に対する投資とも考えられよう。つま

り補助金を出す行政側には、その経済効果を見込む計算が働いているという見方が成り立

つ。問題は人間と経済のどちらを優先させるかという点である。本研修での私の印象では、

どうひいき目にみても「カナダは人間・日本は経済」という図式になってしまう。ではこ

の優先度の差異はどこに起因するのか？

　「出発点の違い」であることは明白である。カナダでのプログラム実践は、援助の必要
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な人の傍らにいる人々から発想されている。つまり政策の源は現場である。これに対して

我が国の場合は、委員会等を作って現場の声を「参考意見」としては聞くが、新しい政策

は行政主導で立案される場合が多い。これが人間の生の声にもとついて施策を作る国と、

声の届きにくい所から発想され立案される国との違いとなって表れてくるのではないか。

さらに学識経験者の役割という点でも、カナダでは現場からの要求に応えての資料提供に

徹していると聞いたが、我が国の場合は、（一部かもしれないが）国の政策立案の方に肩入

れし現場に流す役割を演じているように見える。

　以上の「出発点の違い」の克服こそ私たちの最大の課題ではないか。現今の日本の社会

福祉の世界は、M．プーバーのことばを借りれば「我れと汝」から「我れとそれ」の関係

に限りなく近付いているだけに、既成の構造の上で時流に乗る「甘え」からそろそろ脱皮

しないとますます「アドボケイト」から遠ざかってしまう。助けを求めている人々を対象

化してしまう。

　さて、カナダの人たちの羨ましい限りのプログラム実践が一朝一夕に実現したのでない

ことも認識しておきたい。そこには悪戦苦闘の歴史があり、「福祉国家」の裏付けである経

済成長の止まった現在も「闘い」の最中にあるという。日本と同じように、マスコミや地

域社会や行政との関係に苦労しているという話も聞いた。「アドボケイト」が己れの存在を

賭けた自他との「闘い」の中で実現するものであることを考えた時、彼らをその行動に駆

り立てている根は何なのであろうか…。それはつまるところ、「人権意識」とそれを支える

「宗教」に帰結すると私は思うのだが、それらに言及する紙面のゆとりはない。ただ、その

血肉化された姿が団員の努力によって本書の第4章に精確に報告されているので、そこか

ら感じとって頂ければ幸いである。

　本研修の中心地となったモントリオール滞在の初日は、偶然カナダのP．トルドー前首

相の葬儀の日と重なった。国民の信望を一身に受けていた同首相の感動的な葬儀の模様が、

テレビで深夜までくりかえし放映された。興奮で眠れぬ夜を過ごした翌朝、まだうす暗い

モントリオールの街に出て葬儀のあった教会を訪ね、折からの早朝ミサに与かった。先住

民や移民を大切にし、ベトナム戦争を忌避したアメリカからの若者を受け入れ…カナダを

「人権大国」にしたトルドー前首相への敬慕の気持ちが、教会からホテルへの帰途に出会っ

た人たちへの「インタビュー」でもしっかり感じとれた。そして改めて、施設のそれを含

めてトップの質について考えさせられた。

　最後になってしまいましたが、本研修に関するすべての責任を静かに担ってくださった

資生堂社会福祉財団の皆様、私たちを派遣して下さった厚生省・全社協・全養協の皆様、

事前研修を担当してくださった東洋英和女学院大学の大嶋恭二先生、通訳以上のおつきあ

いをしてくださった菊池幸工さんとマレット明美さん、そして2週間という長期間の留守

を守ってくださった各施設のみなさんに、改めて心から感謝申し上げます。
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事　務　局　報　告

資生堂社会福祉事業財団

　　常務理事小川知一

　今回の海外研修も昨年に引き続きカナダで実施した。

その理由は

①英語仏語が公用語のカナダで、しかも仏語文化圏のモントリオールに行ったにもかか

　わらず仏語系の施設研修がまったくなかったこと

②昨年モントリオール訪問時、仏語系施設のプログラムにユニークなメニューが多々ある

　との情報を得たこと

による。

　そのため、今回はモントリオールで仏語系のメニュー研修を中心に実施した。

そして、そのテーマは「本質を知る」とした。

　なぜなら青々とした木（児童）のなりたちは、根っこの強さ、土壌の肥沃度、気象条件

（親、コミュニティー、宗教観、教育観など）も観察して初めて理解できる、換言すれば、

海外のメニューを単純輸入しても日本の児童福祉の土壌で育たないと考えたからだ。

　日本人が得意とする加工技術、品種改良技術に生かせる研修にしたいという意志を込め

てカナダ研修を実施したのである。

　個々のメニュー内容は、後の報告に譲るとして、今回最も感銘を受けたことは「本気な

仕事」をしている人達の多さである。

　具体的には、課題達成に向けて障害があっても戦術を変えて再度、再々度と行動に移す

勇気と、この勇気を一時的な熱意に終わらせず、持続する根気を有していることだ。たと

えば、富士山の頂上目指して登頂の際、静岡ルートに障害があれば、山梨ルートを利用す

るなどゴールに向かって粘り強くかつ柔軟な対応を俊敏にすることだ。

　課題達成は、勇気と根気を持った人のみが獲得できるものであり、新たな行動を起こす

ために不可欠な要素だと痛感した。

　その意味で、本気、勇気、根気は独立した単語ではなく、セットで意味のある言葉なの

だ。なお、英仏文化の差異研究については、理論的に整理される迄には届かず肌実感の状

況に留まったといえる。短期日程の中で欲張り過ぎたと反省している。それでも、気付い

た点はつぎのとおりである。

・ ケベックの仏語系施設でのみ見られた光景として、有名絵画がたくさん掲示（英語系施

設はなし）されていて芸術文化の国フランスが感じられたこと

・ ケベックの英仏文化の違いより、ケベックの仏文化とトロントの英文化が互いに良きラ

イバルとなって、英仏文化を超越して児童福祉向上に貢献していること

　さて、今回の研修は、時間延長の毎日であり、かつ、それでも十分な質問が出来なかっ

たと団員の皆さんからお叱りを受ける程活発で、その熱心さには敬服した。また、スケジ

ュール調整の難しさを知らされた。これは、永遠の課題のようだ。
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　このように、問題はあったものの皆さんの協力で、私としては実りある研修を持てたと

判断でき、そのことに感謝と満足感を持ちつつ、彼等なら必ず「本気な仕事」をしてくれ

ると確信している。

　このような密度の濃い研修が出来たのも昨年に引き続き、福祉通訳士である菊池幸工氏

の絶大な協力があってのことである。特に通訳面での充実に加えて、アレンジについても

きめ細かな事前調整を推進いただき、円滑に研修が終了できたことに対し心より感謝する

次第である。

　21世紀は福祉の時代といわれているが、2001年度も利用者や社会にとって必要とされる

職員のための海外研修とすべく内容を吟味して実施する。

　今後とも関係各位のご支援をお願いいたします。
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第1章 カナダの概要案内（モントリオーJV・・F・ント）

■カナダの多文化主義

　カナダは、多文化主義をとり、移民の受

け入れも積極的に行っている。こうした多

文化主義は先住民族社会が多文化、多言語

社会であったことが基盤となっている。フ

ランス、イギリスの冒険家がカナダの地を

訪れて以降、東欧や北欧からの移住と平行

し、中国や南アジアから仕事を求めて移民

してくる人たちが増えていった。1991年に

は英仏系以外の民族的ルーッを持つ人たち

が、先住民を含め国民の42％を占めるまで

になった。このように移民が増加する中で、

少数民族に対する差別や不正（不当な取扱

い）も数々見られた。カナダの多文化主義

は国の実情に合わせ、こうした差別撤廃へ

の努力と人権擁護の歴史とも考えられ、そ

の努力は現在も続けられている，

　1988年に制定された「カナダ多文化政策

法」により、多民族的性格を尊重・公認す

る政策が進められた、．この法律は、各市民

が民族系ルーツに関係なく、『カナダ社会

のあらゆる分野に参画する均等の機会を有

する』と述べている，「カナダの社会、文

化、経済、政治機関がその多文化的性格を

尊重し、包含するよう、奨励・援助する」

というのが、この法律の趣旨である。この

法律は1971年に多文化政策の導入に始ま

り、多文化政策国務大臣の任命、カナダ人

権法の成立、権利と自由の章典への多文化

主義と平等権の明文化、雇用機会均等法の

制定といった一連の流れの中で誕生した，

こうした動きの中で「世界人種差別廃ll二の

日」に対する国民の意識を高めるための

「3月21日キャンペーン」や、2月を「黒人

の歴史の月」に制定するなど反人種主義キ

ャンペーンが積極的に行われている。

　また、教育面においても、さまざまな民族

や言語に対応することが求められている。学

校の教師は、生徒・学生たちに自分以外の文

化を理解し尊重するように教え、ヘリテ・一一ジ

言語（先祖から受け継がれてきた言語）の教

育も、多くのコミュニティーで受けることがで

きる。さらにメディアにおいても、多くの民族

新聞やさまざまな言語による出版物が発行さ

れ、テレビやラジオにおいては多文化、多民

族への対応を「カナダ放送法」により規定し

ている、また移民としてやってきたカナダ人

が、ビジネスの世界で重要な役割を果たすこ

とにより国の経済面に大きく貢献することが

認められるようになってきた。

ケベック・シティー、州議会議事堂
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■移民の受け入れ

　カナダが移民政策をとる要件の一・つに人

口問題があげられる，現在、カナダの一’家

族の平均は3．1人、うち子ども12人で出生率

は1．56となっている。今後も出生率の増加

は望めず、年齢構成が逆ピラミッド型にな

ることが予想されている．また学者、医療

従事者、通信技術者などがアメリカに流出

しており、こうした状況に危機感を持って

いる，これに応えるように、先頃カナダ移

民局は「今後は、高度な技術を持った移民

の受け入れを重点的に行う」と発表したe

移民審査はポイント制がとられるようにな

り、職業と語学力が重視される。また移民

による経済効果にも主眼が置かれるように

なった．移民一世（外国で生まれてカナダ

へ移住してきた人）にカナダのことを教え

るサービスは、多数のコミュニティープロ

グラムの中で大きな部分を占めている。警

察やメディア、保健所、社会福祉機関、労

働組合、地方自治体といったさまざまな組

織が、カナダ政府と共同で教育プログラムに

参加し、人種差別問題の改善や、市民が文

化的多様性に馴染むように手助けしている．

また移民にとって住み易い、移住しやすい条

件を整えることへの努力が重ねられている。

■カナダの社会福祉

　カナダの社会福祉の特徴は連邦と州がそ

れぞれの所轄する部門を分割していること

にある。連邦は所得・経済保障と保健・医

療、公衆衛生等を担当するのに対し、州政

府は主に福祉サービス部門の責任主体とし

ての役割を果たしている。こうした福祉サー

ビスは、各部門が協力して横断的に関われ

るようにネットワークの構築を行っている。

　今回訪れたケベック青少年センター協会

もその一例ではあるが、福祉の主体は民間

の社会事業の一環として位置づけられ、そ

の財政は民間企業からの寄付や、政府から

の援助等から成り立っている。今H、福祉

予算は削られる方向にあり財政的な破綻の

危機に瀕している，しかし各青少年センタ

ーやCLSC（日本の保健所のような機関）

などは独自の活動を続けている。それぞれ

の機関は独自に判断し問題解決のためのア

プローチをする権限を有している，日本の

場合は、措置権が行政機関である児童相談

所にあり、緊急・一時保護なども児童相談所

のr解で行われる。しかしカナダの福祉は

実務的に独自な活動をする権限を有してい

ることから、各機関の実践力や活動への自

由度は高いと言える、その分、社会的認知

度も高く事故や人権侵害などの問題を起こ

す機関への社会的批判も集中的に受けるこ

とになる、権限を有する反面、そのサービ

スの質も問われるという厳しさもまたカナ

ダの福祉の特徴と言えよう。

　サービスの質は、人権擁護の質でもあり、

実践のレベルでもある。カナダの人権擁護

を中心とする福祉のあり方は、対象になる

ユーザーを中心として、そのユーザーを包

み込むようなサービスの提供を基本として

いる、この発想も日本の縦割り行政や縦割

り機関の役割を考えるのとは違った発想で

オールド・モントリオール
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あり、機関や省を越えたプログラム作りなど

ユーザーのニーズに可能な限り的確に応じ

られる体制を整えようとする姿勢がある。

■ケベック州及びオンタリオ州の紹介

　今回の訪問先は、前年度と同様、カナダ

のケベック州モントリオールとオンタリオ

州トロントが中心となった。この両州はカ

ナダ創設期の州である。共に多文化の社会

であり移民の率が高い地域である。

　ケベック州は面積においてカナダ最大の

州であり約700万の人口を抱えている。そ

のうちフランス系は500万人、英国系は35

万人でケベック州はカナダの中で最大のフ

ランス語圏となっている。ケベック州民の

83％がフランス語を母語とし、英語を母語

とするのは約10％である。そのケベック州

民の約80％はセントローレンス川流域の都

市部に住み、モントリオールとその周辺に

300万人以上が暮らしている。モントリオ

ー ルは63％がフランス系であり、フランス

語が68％を占めている。ケベック州への移

民の95％はモントリオール島に移住してい

る。モントリオール島の住民は、42％が移

民で占められる。

　このケベック州はカナダからの政治的独

立をめざし1978年の「静かな革命」以降、

2度の国民投票が行われるなど、独自のフ

ランス文明を築いている。しかしこの独立

への運動が、企業の流出や優秀な人材の流

出といった経済面でのマイナス面を呈してい

る。

13

　このような文化的背景の中、我々が訪れ

たモントリオール島の児童福祉の中心はケ

ベック青少年センター協会が担い、その下

に英語系のバットショウ青少年家庭センタ

ーやフランス語系のモントリオール青少年

センターが地域の児童福祉施策を担ってい

る。しかしフランス語系の青少年センター

と英語系の青少年センターの間に連携や情

報交換はほとんど見られなかった。

　オンタリオ州の人口は約1．100万人とカナ

ダで最も人口の多い州である。トロントは、

その州都でありカナダ随一の大都市であ

る。地域人口は400万人を超え、カナダの

工業製品の多くを産し、企業の本社が多数

ある。20世紀半ばから急速な発展をとげ、

カナダの経済、金融の中心地となり、近隣

の地区を合わせカナダ最大の都市圏を形成

している。かつてはイギリス系住民が多か

ったが、移民の率も40％を越える状況とな

り多様な文化および民族で構成された国際

都市となっている。トロントの児童福祉は

「トロント子ども援助協会」や「アドボカ

シー事務所」が中心となり活動している。

言語の面は、基本的には英語が中心的言語

であるが、その土地の事情に応じて柔軟に

対応している。

　今回の研修報告に際し、施設等の概要報

告は昨年度に詳しく報告されているので簡

略にした。今回は、フランス語圏として独自

な文化的背景を持つケベックを中心とし、ト

ロントの新しい試みや児童援助プログラムな

どに的を絞って報告したい、

　　　　　　　　　　　　　　　　（塩見）



モントリオール訪問機関・施設系統図

ケベック青少年センター協会
　Association　des　Centl・es

　　Jeunesse　du　Qebec

瑛語剰 （仏語系）

ハソトショウ青少年家庭センター
Barshaw　Youth　and　Familv　Centres

モントリオール青少年センター
Montreaゴs　French　Y（）uth　Centres

　　　〈グループホーム〉

　グループホームメゾヌーブ

Group　home　De　Maisomleuve

　　　　〈キャンパス〉

モンサンアントワンヌキャンパス

Mom　Saint－Antoine　Campus

　〈キャンパス〉

ドーバルキャンパス

Dorval　Campus

今回の研修では2つのグループに分かれまし

たが、これとは別に自然発生的に、買い物、

パソコン、お酒、喫煙のグループができまし

た。その中でも喫煙グループは、フライト、

研修中、ホテルなど、喫煙が厳しいといわれ

るカナダでの合間を見ての一服が最高でし

た。ちなみに、カナダではタバコー箱が5ド

ル（日本円で400円）。
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第2章 訪問施設概要報告

団ケベック青少年センター協会

　カナダでは、憲法の中で児童福祉は州の

管轄であることが定められ、各州において

児童福祉制度の内容が変わってくる。州内

には、日本の児童相談所にあたる青少年セ

ンターが16カ所あり、ケベック青少年セン

ター協会は、言語、文化の違い等に対応し、

均等なサービスを提供している。そのため

にすべてのソーシャルワーカー（以下SW）の

ために研修プログラムを組むなど、サービ

スの発展と開発のコーディネートをしてい

くことが主な役割である。

　青少年センターの組織は自主的に運営さ

れ、それぞれが理事会を持っている。そし

て理事会がディレクターを任命し、SWを

雇用していく。財政の90％は州からの委託

料である。青少年センターのスタッフは
　　　　　　ぷ9千人、年間6億Ca＄（約480億円）の予

算である。SWの人数は対象となる子ども

160万人に対して4千人である。

　　　　　　　　　　（※1Ca＄＝80円換算）

ケベック青少年センター協会での講義

（1）ケベック州における少年に関する法

　　について

　少年に関する法は、「青少年保護法（YPA）」

を基本としている。この法律は犠牲となっ

ている子どもたちに関するものであり、保

護を強調している。カナダの憲法の中に

「自由と権利の憲章」があり、あらゆる人の持

っている権利が認められている。

　この憲章が青少年保護法の基礎となって

いる。その法のもとに「少年非行法」、裁

判に関する「行政法」、そして一般的法律

であり、国民全体が対象となる「厚生福祉

関係法（社会保険制度）」、義務教育に関し

ての「公教育法」があり、少年保護のフォ

ローをしている。

（2）青少年センターの役割について

　青少年センターは、虐待やネグレクトの

通告を受けた時、その状況が青少年保護法

に該当するかを判断し、該当する場合は調

査を開始し、子どもが現時点で安全かどう

かを判断する。調査の結果、危険と判断し

た場合はすぐに保護を行い、引き取り先と

してまず親族を捜し、無理な場合は里親、

里親も無理であれば施設を捜すことにな

る。13歳以下の子どもは施設ではなく里親

が対象となる。

　青少年センターは24時間対応している。

ケベック州の法律では裁判所に出廷しなく

ても24時間は子どもを青少年センターに保

護することができる。24時間を過ぎても保
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護を必要と判断された場合には親と契約を

結んで継続保護する方法と、裁判所に介入

を要請する方法がある。裁判所が命令を出

した場合、引き受け先がない時は何らかの

理由で閉鎖してあった場所（施設）を開け

ても保護をしていく。

　調査の目的は報告内容の事実確認である。

その結果、内容が事実でないと判断された

場合にはそのケースは終わることとなる。

（3）少年に関するサービスについて

　子どもたちが正当に保護されてない場合

は、上述のように青少年保護法によって青

少年センターへの即時通告が義務付けられ

ている。また、非行を犯した子どもたちは

法的罰則を受け、社会復帰に向けてどのよ

うな場で更生を図っていくかを青少年セン

ターで決定していく。

　このように青少年センターは「劣った状

況」にある子どもたちが対象である。また、

何らかの問題があっても青少年センターに

行くまでもないケースについては、144カ

所の保健所（CLSC）が対応している。精

神面の治療、あるいは薬物中毒等の場合は

3カ所ある医療機関に通知し、医者の手に

委ねられていく仕組みになっている。

　約5万件の通告件数は州の児童人口の

3％となる。また、介入の対象となるのは

約半分であり、それらが親から完全に無視

され、あるいは虐待されていることになる。

　介入の結果としては50％が家庭にとどま

り、そして50％が家庭と引き離されること

となる。基本的な考えとしては子どもの安

全が保証されている限り家庭に置く。それ

は何より子どもたちを家庭から引き離すこ

との精神的ショックを考慮することと、引

き離してもいずれ家庭に戻るので家庭自体

の改善を目指さなければ問題解決にならない

からである。このことは逆に引き離される

50％のケースの深刻さを示している。その中

で38％が里親、12％が施設を利用している。

所長のラマルシュ氏

（4）青少年センターと子どもの現状

　青少年センターに通告されてきたケース

は、年間5万件であり、これらを調査して

実際に介入が必要と思われたケースは2万

5千件である。その内容を主訴によって5つ

のカテゴリーに分けると次のとおりである。

①完全に無視（ネグレクト）

②行動上の問題

③暴力

④性的虐待

⑤その他

％

％

％

％

％

40

泌
11

10

15

〈所　感〉

　ケベック青少年センター協会は、カナダ

研修の最初の訪問先であった。今回の研修

のオリエンテーションを含め、少年保護の

概要についての説明を受けた。

　骨組みとなる法律は、その背景となる歴

史、底辺に流れている文化性や考え方等を

踏まえながら考えることで少しずつ理解で

きるように思う。

　「犠牲者」としての子ども達を生み出し

続けている社会の状況は、私たちの国と同
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様であろうが、それに対して確実に迅速に最

も弱い立場の一人一人に、援助の手が届く

ためのシステムであることがよく分かった。

　私自身も児童養護施設の職員であり、こ

の講義で語られた「家庭から引き離された

子ども達」「最も深刻な状況の中で施設に

預けられた子ども達」と共に生活している。

だからこそ、その子ども達と共に精一杯豊

かな時間を積み重ねていきたいと改めて思

った。日本においても、子ども達が安心し

て家庭の中で暮らせるような、家庭が家庭

として成り立つようにする方策は、今後も

大きな課題であり続けるだろう。

　カナダは、言語的にも文化的にも全く違

う人々が共存し、更に違う人々を受け入れ

続けていく多民族国家が前提となっている

こと自体にスケールの大きさを感じ、圧倒

された。大きいのはひとつの国に時差が生

じる面積だけでなく、お互いの違いを尊重

し合う力であり、そこにダイナミックさを

感じた。（竹花）

何でもピックなカナダは料理もピック。皿

からあふれでるポテト、ベーコン、ソーセ

ー ジ、そして仕上げはケーキ。確実に胃を

大きくして帰国。
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1．バットショウ青少年家庭センター

（昨年は、「バショウ」と記述されていたもの）

（1）概要説明

　ケベック州は、17の地区に分かれ、その

地区ごとに理事会が設けられている。各地

区の理事会は、病院、保健所、老人介護セ

ンター、リハビリテーションセンター、青

少年家庭センターの5部門をネットワーク

し、サービスのコーディネートを行ってい

る。17地区のうち2地区は北方のクリー族

やイヌイットが住んでおり、青少年センタ

ー はない。15地区は、それぞれ青少年セン

ターがあり、モントリオールには英語系とフ

ランス語系の2つの青少年センターを持って

いるeこうした青少年センターは、Health

and　Social　Services　Act（provincial）厚生

福祉法（州）、Youth　Protection　Act

（provinciaD児童保護法（州）、Young

Offenders　Act（federal）少年非行法（連邦）、

Summary　Pursuits　Act（provincial）　少年

非行法（州）、Adoption　Act（provincial）養

子法（州）、Quebec　Civil　Code（provincia1）

民法（州）の6つの法で管理されている。

　バットショウ青少年家庭センター（以下

「バットショウ」と略す）は、ケベック州

にある16の青少年センターの一つであり、

唯一英語系の青少年センターである。サー

ビスを提供する対象は、0～17歳の児童で

ll万7千人にのぼる。毎日の相談件数は約

2．500件あり、実際に青少年センターが介入

し、対応する利用者は年間約5．500人となっ

ている。

　職員数は千人、そのうちフルタイムで

700人が雇用されている。キャンパス2カ所、

グループホーム15カ所、事務所6カ所を経

営、運営している。

（2）活動の基本姿勢

　バットショウの理事会では主要なオリエ

ンテーションは英語で行われ、経営運営理

念のコアになる部分が決められている。

迂明確な倫理規定を設けるc

　ユーザーに対してどのように対応するの

　か決められている

　・秘密保持（守秘義務）

　・独立した人間として尊重する。

　・文化背景を尊重する。

②多様民族、多様文化に関わり合う。

　スタッフはユーザーの文化や宗教的背景

　を理解し、違和感のない対応をする。

　色々な団体とリンクしながら具体的に対

　応していく。

③差別・ハラスメントをしない。

　人種・色・宗教・性・性嗜好について差

　別しない。

バットショウ青少年家庭センター
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④家族を単位としたアプローチをする。

　家族を一番大切にし、家族から離さなく

　てはならないときは、子どもの安全、安

　定に長期的な見通しが持てること。子ど

　もにとって最善の場所となれるようにプ

　ログラムを作り対応する。

（3）青少年センターの義務

　バットショウには、すべての虐待の報告

に対し、聴取し調査する義務がある。その

結果、介入が必要と思われる場合、州の青少

年保護法に基づき保護者と任意の契約を結

ぶか、青少年センターの判断により、拘留、

保護観察、その他の方法をとるか選択する

義務がある。また裁判を受ける場合は、事

前に調査した児童及び家庭の情報を裁判所

に提供する。

（4）青少年センターの業務

①里親の採用とネットワークの維持。

②住居施設であるキャンパス、グループホ

　ームの経営。

③養子法に基づくサービスの提供（移民の

　子の受入れ、生みの親を知りたい場合の

　調査など）。

④親権を争う場合の調停や判事へのアドバ

　イス。

（5）組織について（直接部門と間接部門）

　右上図の児童保護部門、措置サービス部

門、問題行動児童への対応部門は子どもを

中心とした直接的なサービス部門であり、

専門的サービス部門及び人事・管理部門は

間接的なサービス部門である。

①エグゼクテイブディレクター

理事会をサポートする役割を負い、資金

集めやコーディネート、地区との関係維

持、広報活動、文化交流の推進、ボラン
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「≡グゼクティブディレクター

　（資金集め、コーディネート、

　　メディア、ボランティアへの対応等）

児童保護部門

　・緊急時のサービス、調査報告、評価

　　　・里親に関すること、養子、施設提供

L」問題行動児童への対応部門i

　　　・閉鎖、解放施設、教育、職業訓練

・ 専門分野の委員会のサボート

・苦情処理（ユーザーがサービスに対

　し苦情を申し立てられる。年間約

260件。約半分がサービスを受けて

いる人々から直接くる。）

　ティアの募集、子どもたちや里親への支

援、法的な面のサービス、翻訳の仕事な

　ど多くの役割を抱え、組織運営の中心的

　な存在となっている。

②児童保護部門

主に児童の保護や非行児童への対応、コ

ーディネートを柱とする部門である。緊

急時の状況の確認や家族への調査及び評

価を行う。また児童犯罪に対する措置の

選択や性格診断、執行猶予となった場合

の監督も行う。また里親や施設、学校と

の連携を通して支援方法を考えたり、オ

　リエンテーションテーブルをもとに意見

交換の場を設定したりする働きを負う。

③措置サービス部門

　里親の募集、説明、訓練、支援を担当し

　ている部門である。緊急性の低い子ども

　は里親へ委託し、治療を要する児童につ

　いては施設治療を行う。養子法との関係



　で養子縁組の調整を行ったり、生みの親

　との面会についても調査したり援助した

　りする。

．4問題行動児童への対応部門

　10代の子どもたちのために、閉鎖、開放

　施設を利用して治療を行う部門である、

　緊急保護への対応も行い、心理的な問題

　で危険度の高い子どもたちのためのグル

　ープホームもある。公教育、職業訓練な

　どの支援も行っている、

：豆専門的サービス部門

　この部門では、心理教育、弁護士、公共

　医療、言語学や通訳等の専門家により、

　子どもの発達年齢に応じた対応のあり方

　や、評価や調査がサポートされる、また

　専門知識のライブラリー・サービスが提

　供される。SWだけでは対応しきれない

　分野でのサポートも行われる。

．ざ人事・管理部門

　人員募集やスタッフのトレーニングを行

　い、ボランティアとなる一一般の学生や研

　究者のマネージメントを行う，また労働

　組合への対応や、資金の調達、予算の計

　上と報告（経理1といった事務も重要な

　仕事となる＝施設の保守修理から、食料

　の調達、資材の運送、電話の設置等とい

　ったハード面の安全管理を行う’jその他、

　麻薬やシンナー等の薬物への対応も行っ

　ている。

（6）各機関や団体との協力関係

　保健所、学校、病院、開業医、弁護士や

その他の地域社会のグループと連携しサー

ビスの提供に向けた検討会を実施してい

る，地域社会のグループには、先住民族、

ユダヤ系など、さまざまな民族や宗教、性嗜

バットショウ青少年家庭センターのパンフレット
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好の文化的なコミュニティグループがある。

〈所　感〉

　子育てや家族を取り巻く環境において

は、何がノーマルで何がそうでないのか、

という基準は日々変化している。里親の審

査基準に、ゲイカップル等、同性愛者であ

ることも、生活保護受給世帯であることも

抵触しないということの意味を理解するこ

とは日本では簡単ではない。そこに多民族、

多文化を受け入れ続け、お互いの人権、価

値観を尊重しあってきたカナダの歴史の重

さを感じる。

　社会の中で育つ子どもの4人のうち1人

が単親である状況もあり、「偏見を教えな

い限り、さまざまな偏見を価値観として受

け止め育っていく」という子どもの成長過程

を意識して、行政側も制度上も多民族、多文

化を受け入れる努力をしていることを感じた。

　「子どもの成長を妨げる環境要因は、親

から愛情を受けないこと、充分ケアされな

いことである。」という説明もあり、児童

福祉を考える上で基本であり、原点である

内容にも改めて目が開かれる思いがした。

日本における児童福祉行政も単に児童の権

利擁護を視点とするだけでなく、児童の発

達についても環境や価値観、周囲の大人や

親の影響といったものに左右されることを

意識できるような内容に近づけていく努力

が必要だろうと思う。　　　（竹花、千日）

モントリオールでの研修が終わりほっと一

息。今日はバスによるケベック視察、とロ

ビーで団員を待っていると、スーツケース

を持ち、バッグなどの荷物で身を固め、チ

ェックアウトスタイルの一人の団員がロビ

ー に降りてきた（これにはびっくり、一瞬

自分の目を疑ったが…）。海外研修は内面で

は結構緊張の連続であり、一つの研修が終

わったことによる一種の安堵感からこの様

なことが起こるのであろうと思った次第で

ある。
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グループホーム・メゾヌーブ

　　　　　　　　（バットショウ青少年センターのグループホーム）

　このグループホームは、バットショウの

組織では措置サービス部門に位置するもの

である／一

（1）施設見学

　住宅街にある一戸建ての家であり、地下

1階と地上2階で構成されている：．1階は

ホール、食堂、厨房、2階には児童の居室、

地下には多目的室があり、ビリヤード、パ

ンチングマシン等があり、ストレス解消に

も役立っている。その他食料貯蔵庫、ボイ

ラー室がある。

　バットショウはいくつかグループホーム

を持っているが、ここに入所する児童は比

較的問題の少ないケースである，それぞれ

のグループホームには特徴があり、精神的

に不安定な児童の対応が出来る等、児童の

状態に合わせた所を選定する丁児童がグル

ー プホームを選ぶことは出来ない、ここは

活動制限が少ない開放型であるが、グルー

プホームによっては閉鎖型もある・．

　メゾヌープの児童の在籍は現在9人。職

員はバットショウの職員でチャイルドケア

ワーカーは常勤が4人、非常勤が2人、ハ

ウスキーパーが1人、夜警が1人である」

（2）自立支援プログラム

　退所後の自立を考えて、17歳になった頃

に半年から9カ月のトレーニングを行い、

自活できる知識や能力を身につける，．具体

的には仕事探しや金銭管理、料理、口座の

作り方などを専任職員が教える。そして退

所半年前にバットショウが持っているアパ

ー トで実際にアパート生活を体験してもら

うのである。3カ月利用した中で何がうま

くいかなかったか、問題点について話し合

う。1人で生活することがどういうことな

のか体験をしてから本格的にアパートに移

る。退所の際、職員がアパート探しをサポ

ー トするが、学校に通っている児童には家

賃の一部を補助、通っていない児童は自分

で働いてすべてを賄うことになっている。

（3）費用について

　費用は親の収入に応じて親が払うt：それ

は親が子どもを育てる義務があることを忘

れないでもらう意図がある，費用を徴収す

グループホームメゾヌーブ 通訳の菊池さんとスタ．ノブのみなさん
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る職員がバットショウにいて、支払い額を

算定して請求書を送るようにしている。払

わない場合は裁判所を通して強制的に徴収

する。未納があるとバットショウの予算が

減ることになり、徴収は重要な作業となるc

〈所　感〉

　日本とは規模の違う大きさであり、スペ

ー スを生かした多目的室の娯楽など、スト

レスの発散にはいいアイデアである。日本

の現状に見るように情報化が進み、ストレ

スの多い社会では、施設内でも良いリラク

個室の様子

ゼーションの工夫ができるようにしたいも

のである。

　施設よりグループホーム、それより里親、

理想は家庭という図式になるのかもしれな

いが、臨床など専門的に心のケアを体得し

ている職員がいることにより、子どもにと

っては救われることもあるだろう。チーム

のもつ強みもあることは事実だが、やはり

理想は家庭の中で育つことが自然であり、

子どもの成長には欠かせないことなのだ。

その視点なのか、カナダの児童福祉の在り

方として親子関係を尊重し、「家庭」を中心

とする考えのもとにサービスを提供してい

る。そのための予防ケアに力を入れ、仮に

危険な状況であればその環境から引き離

し、その間に子どものケアと同時に親のケ

アを図る。親子の面会や連絡等で相手の考

えを尊重しながら介入し、最終的には家族

関係の再統合を目標とするアプローチを行

う。子育て教育という予防へのケア、家庭

復帰へのケアという考えは長い目で見れば

最良のアプローチとなるだろうc

　　　　　　　　　　　　　　　　（前川）

初めて体験した時差。言われるままに時計

を進めたり、戻したり…不思議な時間感覚。

それにしても一つの国の中での時差に、こ

の国の大きさを実感しました。また、バス

の車窓から見えたカボチャ畑。オレンジ色

のハロウィーンのあのカボチャだった。家

の窓にはかわいいお化けが飾られ、ハロウ

ィーンの日が目に浮かんだ。
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ドーバルキャンパス

　　　　　　　（バットショウ青少年センターのドーバルキャンパス）

　この施設はキャンパスと呼ばれる収容施

設であり、バットショウの組織では措置サ

ー
ビス部門に位置するものである、一

（1）施設見学

　バットショウが管轄している施設であ

り、ここには家庭の崩壊、機能不全、長期

の虐待等、かなりの問題を抱え、そのため

問題行動が多い児童が入所している，

　広い敷地に住居施設が3棟、うち2棟が

女子棟であり、学校も併設されている。こ

の施設は閉鎖型であり、屋外に面する窓ガ

ラスに金網が張り巡らせてあり、逃亡への

対策が施されている，キャンパスはモント

リオールにいくつかあるが、郊外にもある，

ここのように都市部に近い所は、犯罪を誘

発する環境や誘惑からの防止、また重度の

虐待を受けたため自己否定による自傷行為

の防止など、身の安全を確保することがな

され、厳しく管理されている。

（2）プログラム内容

　規制はかなり細かく決まっており、守れ

ないとさらに厳しくなっていく。具体的に

ドーバルキャンパスの食堂

は職員や他の人に対して失礼な言動があっ

た場合、職員が話をするまで部屋で謹慎，

それも守れなかったら鍵付きの部屋に謹慎

となる。また、かなりの問題行動を起こす

児童もいるので、落ち着かせるために反省

室という2畳程のスペースで独房のような

部屋が2つある、その他規制として、許可

なく食べ物を部屋に持ち込んではいけな

い、床に服を置いてはいけない、必要以上

の漫画を持ち込んではいけない、武器にな

る物、可燃物、刃物、飾り物、他人の物、

小銭など持ち込んではいけない等々、職員

が適切でないと判断するものはすべて禁止

されている、

　1日のスケジュールも分単位で決まって

おり、規制を守ることができた児童には買

い物同行の外出の権利が特典として与えら

れる。以上の内容を入所している女子が説

明をしてくれた。それもプログラムの1つ

であり、見学者への説明など職員の指示に

協力すると点数が上がるシステムとなって

いる。

　入所年齢は13歳から17歳前後で、17歳半

になると自活の準備を行う。内容はグルー

プホームと同様である。

（3）学校、医療

　カリキュラムは5時限あり、25人を5人

の先生が対応する。学校の教育については

教育委員会の管轄であり、児童の問題行動、

臨床については処遇職員の責任で行うe臨

床スタッフを教室の中に入れ、問題を起こ

した時に対応できるように配置している。

定期的に学校、マネージャー（学校、施設

との連携や運営を管理する）、施設の3者
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でカンファレンスを行い、いかにその児童

が地域に戻れるかを話す機会が設けられて

いる。

　医療を必要とする児童も多いが、常駐す

る精神科ドクターはいない。外の病院と連

携を取りながら往診してもらい、月1回助

言をしてもらう。投薬もあり、看護婦が週

3回来所して対応する。

〈所　感〉

　この施設を見学した時、今まで権利擁護

について話されてきたはずであるが、窓ガ

ラスの金網や反省室、細かい規制があり、

子どもを強制的に縛る施設であることにギ

ャップを感じ、ショックを受け、理解に苦

しんだ。質問の時間が少なくその真意を理

解するまでには至らなかったが、話の中で

「ここまで重い虐待や家庭崩壊の中で育っ

て、自制がきかなくなった児童に対しては

行動を形から抑制し規制する方法しかない

のだ」と教えて頂いた。少々理解はしたが、

金網の中で生活していくことが子どもの成長

過程にどう影響していくのか疑問は残る。

　ここに入所する児童は今までさまざまな

ケアを受け、最終的にここに来ている。安

定して無事地域に戻れるケースは半数以下

という現状からも、私はキャンパスのあり

方を前向きには受け止められなかった，し

かし子育ての場合、幼少から行う「躾」とい

うものは子どもへ意味を理解してもらうよ

り形から教えていることもあるだろう。理

解からか形からか、その論議は現状の社会

を見る限り、一概にどちらとは結論づけら

れないだろう。その最たる形を今回の施設

で感じ、考えさせられた。

　　　　　　　　　　　　　　　（前川）

ドーパルキャンパスにて
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2．モントリオール青少年センター

（1）概要

　フランス語圏を中心にモントリオール島

全島で活動を行っている。モントリオール

島を7地区に区分し家庭やそのコミュニテ

ィーと連携をとりやすいよう青少年センタ

ー を配置している。

（2）対応

　在宅ケア・里親・グループホーム・閉鎖施

設といった4つのパターンに分けられる）

　基本的には、オープンケアを旨とし、セ

ンター職員が家庭訪問し、親と話し合って

援助することで問題解決を図ることを目標

にしている。これは、親子分離による子ど

もの精神的ショックを軽減すると共に、家

族がコミュニティーから孤立しないように

援助することにある、しかし、家庭状況に

より子どもの発達が害され身体的に危険が

及ぶおそれがある場合は、家族から子ども

を離し保護するcまた、子どもに行動上の

大きな問題があった場合は、更生センター

に送致されるL，このように、家庭状況や子ど

もの状況により対応のあり方は変わってくる。

（3）ケアの内容

　親から分離して子どものケアをしなけれ

ばならないとき、子どもの年齢によっても

方法が異なる。

　10歳までの子どもは里親家庭に保護され

る，これは、家族的な雰囲気を維持しr一ど

もの発達により良い刺激を与えていくこと

が目的となる．里親になる家庭は青少年セ

ンターによるトレーニングを受け、評価し

た上で里親としての資格が認められて登録

する．管内に1．000家庭あV）　．一家庭につい

て子どもを9人まで預かれる。現在、一’家

庭につき平均2～3人、全体で1．800人の児童

が里親のもとで生活をしている。

　11歳から14歳の英語を話す子どもはバッ

トショウ管轄のグループホームで保護され

るe規律や躾などの枠組みは決められてい

るがオープン制（オープンケア）をとって

いる。地域の学校に通うかセンターに附属

している学校に行くか自由に選択できる、、

このグループホームを生活拠点にし、ここ

から通勤して社会復帰を図ろうとしている

者もいる，このようなグループホームは島

内に3カ所ある．、

（4）更生センターにおけるケア

　この他にシテデプレヴィオ地区に閉鎖的

な更生センターがある，ここに送致される

子どもは行動に問題のある非行少年であ

る，．ここでは大変厳しい規律により生活改

善をし、問題行動を直して社会復帰を図る。

16歳以上の非行少年は問題行動によっては

大人の裁判を受ける可能性がある．しかし、

更生センターに収容されたケースで社会復

帰を果たした児童も多い。カナダでは現在、
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少年非行法の対象を16歳から14歳に下げる

法案が提出されている。しかし刑務所の多

くの犯罪者と接触することで、子どもをさ

らに犯罪者に追い込んでしまう可能性があ

る。子どもが必要としているものを見てい

くことにより悪循環から救い出し自信を持

たせる方が、社会復帰にはより効果的で
ある。

〈所　感〉

フランス語及びその他の言語に対応してい

るモントリオール青少年センターは、元教

会を利用しているので、玄関に子どもを抱

く母のレリーフがあり大変立派な感じがし

た。センター内はモンサンアントワンヌキ

ャンパスを併設しており大変広かった。

バットショウとの連携はなく、各青少年セ

ンターがそれぞれのコミュニティーに対応

しているという状況であった。フランス語

系がモントリオール市内の人口の80％だけ

に幅を利かせているのかもしれない。また、

ここでは権利擁護というよりも自立のため

に社会復帰を中心とするプログラムが多い

と感じた。　　　　　　　　　　　　（中野）

バンクーバーで何人かで飲みに出かけた。

団員の一人がバーボンを注文するが店の人

は分からない様子。何度も“バーボン”と

繰り返すが分かってもらえない。最後に店

内のメニューを指してやっとお目当てのも

のが…。その後注文する時は我々専用のウ

エイトレスがついてしまった。
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モンサンアントワンヌキャンパス

　　　（モントリオール青少年センター内のモンサンアントワンヌキャンパス）

　モンサンアントワンヌキャンパスは、モ

ントリオール郊外の広大な敷地に設置され

ている．フランス語系の人たちを中心とし、

英語系以外の人のための施設となってい

る。施設は公道に面し、敷地に入ると、左

手に評価ユニットがあり、正面には歴史を

感じさせる建物がある。この建物には、事

務所や木工のための作業室、学校、食堂等、

ユニットで生活する子ども達の共同の施設

が整備されている。また玄関を入ると、各

プロジェクトのための事務所があった。こ

の建物を抜けると、芝生が敷き詰められた

構内に、子ども達が生活するユニットが配

置されている。

（1）施設概要

①目　的

　法を犯した少年を保護（収容｝し、社会復

　帰を図るc学校教育と平行して職業訓練

　を行う。

通訳のあけみさんとスタッフ

2歴　史

　1873年、更生学校という名で市内ダウン

　タウンに設立される。1932年、モンサン

　アントワンヌに職業学校として移転し、

　1階の作業室と2階に100名を収容する宿

　舎を備えた校舎となる。1940年代になり、

　青少年の自立に学力の向上を迫られ、学

　校を増設するに至った。1965年には小規

　模の宿舎（パビリオン）を8棟建設した。

③定　員

　パビリオンは1棟が2つのユニットから構

　成されている。1ユニットに15名が収容

　できるが、現在は入所人数を減らし1ユ

　ニット12名とし、より対応しやすくして

　いる。全8棟16ユニットで最大入所定員

　は240名である。

④対象児童

　12歳から18歳の少年を対象とする。入所

　に際し、評価ユニットにおいて行動観察

　と評価の後、親を交えて生活プランを作

　成し収容ユニットを決定する。例えば、

　インターセクションというユニットでは

　問題行動の多い児童を収容している。

⑤入所期間

　最長3年であるが、現在平均1～2年問の

　在籍となっている。

㊨ユニット

　2階建てで、1階はスタッフルームの他、

　居間（個別の面接にも使用｝、体育室、

　ビリヤード室、食堂（朝食にのみ使用）、

　洗濯室（2台で12人が使用）、バスルー

　ム等の施設が整備されているc2階はス

　タッフが常駐する職員室と居室（個室）

　で構成される。職員室は、2つのユニッ

　トの中間に設置され2つのユニットを夜
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　勤者で対応するtJ

乏管理運営と生活ケア

　教育担当職員とSWの23人で2つのユニ

　ットを担当する。14名の教育担当職員が、

　7：00～15：00と15：00～22：30の2つ

　のシフトに分かれて勤務する。22：30～

7：00は1名で2つのユニットを管理する

体制をとっている。児童の起床は7；00、

就寝は22：30となっていた。2階の職員

　室の廊下側には子ども達の行動評定を行

　う掲示板があり、各自の行動をスタッフ

　と共に評価を行う。目標の基準に達した

子どもはキャンパス外への買い物等に行

ける特典が与えられる。学校はキャンパ

ス内の学校と地域の学校に通学する者が

　いる。

掲示板

（2）職業コース（木工作業）

　16歳以1：で大きな問題を抱え学力が2年

以上遅れている青少年に対し、自立できる

技術を身につけることを日的としている。

木工作業は、技能の習熟度別に3つのステ

ップが設けられている。技術の習得のみで

なく安全管理の知識や、自らの意見を表明し

必要な物を要求していく力を育てていく。作

業で必要な保護めがねや耳栓、エプロンが

必要であれば要求できるように指導していく。
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①第1段階（原材料の加工）

　作業室で150時間の実習を行う。主に木

　材を乾燥させ床材や、暖炉の火付け材へ

　の加工を行っている。

②第2段階（物の製作）

　第1段階の実習が終了した者で、次のス

　テップを希望する者を対象とする。作業

　室内で150時間の高度な作業実習を行う。

　ビーチ用の椅子や鳥の巣箱製作等を行う。

　職業コースで製作したもの（200～300個｝

　は販売しており、受講者は週に25Ca＄の

　収入を得る。

③第3段階（キャンパス外研修）

　第2段階が終了した者で、さらに次のス

　テップを希望する者に実施する。実際の

　会社や現場など、キャンパス外でアルバ

　イト（例えば、工場に入りアシスタント

　をすることで、社会との接触を図り潜在

　能力を引き｛Bす。コミュニティーとの関

　わりをもつアルバイトを実施｝や研修を

　行う．木工や溶接など色々な仕事を体験

　し杜会復帰を図る。

（3）職業コースの現状

　第1段階の受講者の60％が第2段階へ進

み、第2段階に進んだ者の内60％が第3段

階に進んでいる。第3段階を終了した者の

80％は会社に定着している。就職後も青少

年センターがフtローを行っており概ね良

好な結果を示している。3つの終了証を獲

得すると、教育省の証書に結びつき資格と

なる。職業コースは本人の選択を重視し、ア

シストすることで自立支援を促進している。

　ケベック州の青少年保護法（Youth　Pro－

tection　Act）では0歳から18歳を対象にし

ている。そのため17歳で罪を犯したとき、

18歳までは青少年センターに入所し、18歳



からはコミュニティーや他の機関に委ねる

事となるeアパートに入居し指導を受ける

青少年もいる。日本と違い、ケベックでは

求職やアパートを借りるときに保証人は必

要がない。アパートを借りるときに貸主は

借主を選んではいけないという考え方が定

着している。仕事の雇用者が保証人を担っ

ており、生活保護の受給をするということが、

一つの保証にもなるという考え方がある。

〈所感〉

　ユニット職員の勤務体制については非常

に興味があった。1ユニットにおける細か

い職員配置がわからなかったが、2ユニッ

トの児童24名で23人の職員配置はかなり手

厚い配置だと思う。これは児童の自立を支

援するに当たり必要な配置なのだろう。

　木工作業は、カナダの特産物を生かした

手に職をつける取り組みである。各段階を

クリアーすることで得られる修了証は資格

に生かせるので、自立を支援する上で非常

に効果的な作業だと思う。

　また、社会に自立する児童の抱える課題

は、日本では常に保証人の問題が障害にな

ることがある。カナダでは保証人が不要で

あり、例えば部屋を借りるのに貸主が借主

を選んでいけないという借主中心の考え方

が定着している。就職についても雇用は雇

用者の責任で行われる。言い換えれば雇用

者が保証人を兼ねていることになる。また

生活保護を受給していることも、経済的な

保障を国や州が果たしているという考え方

となるので、児童の自立が促しやすい。

日本でも法的に雇用者の責任や経済的な保

障の問題も明文化されれば、児童の自立支

援も促しやすくなり、社会的自立のための

ハードルも低くなるのではないかと思う。

　　　　　　　　　　　　　　　　（中野）

メイプル街道、素晴らしい紅葉！！。ついシャッ

ターを切ってしまう、この感動を写真に残した

いと…。日本に帰って現像し、楽しみに写真

を見ると皆同じだった。
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